
○ 警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給要綱の制定について

昭 和 ５ ７ 年 ９ 月 ６ 日 発 務 第 ７ ０ ５ 号

警察本部長より各部・課・室・隊・校・署長あて

現在、警察官の職務に協力援助した者の人身的被害については、石川県条例（昭和２７

年条例第３６号）により救済制度が確立しているが、眼鏡や時計等の私有物品の物的損害

補償制度がないため、十分に被害を救済できない状況である。

よって今後、この種の事案について速やかに物品の損害補償を行うため、別添１のとお

り「警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給要綱」を制定し、昭和

５７年１０月１日から適用することとしたから、次の事項に留意し適切な運用を図られた

い。

記

１ 制定の趣旨

警察官以外の者が警察官の職務に協力援助して現行犯人の逮捕、人命の救助等を行っ

た結果、被服や携帯品等に損害を受ける場合が少なくない。

、 、 、従来 このような事案については 民法等によって損害賠償がなされる場合のほかは

制度上、救済の道はなかったのであるが、このたび県費による予算上の措置が講ぜられ

たので、かかる損害に対して見舞金を支給する制度を定め、もって一般市民の警察執行

務に対する協力の確保を図ろうとするものである。

２ 解釈運用上の留意事項

、 、(1) この要綱による見舞金の支給は 要綱第２条に定める場合に適用するものであるが

ここにいう用語の解釈等は、次のとおりとする。

ア 法第２条に基づく活動とは次のとおりである。

(ｱ) 職務執行中の警察官に職務執行上の必要により、援助を求められた場合、その他

これに協力することが相当と認められる場合に、職務によらないで当該警察官の職

務執行に協力援助した場合（法第２条第１項前段）

(ｲ) 殺人、障害、強盗等他人の生命、身体若しくは財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人

がおり、かつ、警察官その他法令に基づき、当該犯罪の捜査に当たるべき者がその

場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕若しくは当該犯罪に

よる被害者の救助に当たった場合（法第２条第１項後段）

、 、 、 、(ｳ) 水難 山岳における遭難 交通事故その他の変事により 人の生命に危険が及び

又は危険が及ぼうとしている場合に、自ら危難をかえりみず、職務によらないで人

命の救助に当たった場合（法第２条第２項）

イ 「相手方の行為等」には、協力援助活動の直接の相手方の抵抗、暴力等の行為のほ

か、相手方以外の第三者の行為及び人の行為といえない原因による場合を含むもの

とする。

ウ 見舞金の対象となる「私有等の物品」とは、当該協力援助者が被災時に着用又は携

帯若しくは使用するものをいい現金は含まない。

また、当該協力援助者が相手方等から賠償又は補償を受けたときは、その価額の限



度に置いて損害はなかったものとみなす。

エ 「滅失、き損、亡失」の中には、汚損等物の効用を減じた場合を含むものとする。

(2) 見舞金支給基準

見舞金額は、損害を受けた私有等の物品の時価又は補修実費に基づき、別添２「警

察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給基準表」の定めるところ

によって決定するものとする。

３ 上申手続等

( ) 見舞金支給申請書に添付する関係資料は、おおむね次のとおりとする。1

ア 当該協力援助者の申立書

イ 当該事実の目撃者があるときは、その者の申立書

ウ 平素、当該物品を所持、使用等していたことを知っている者の証明

エ 被害現品又は被害状況の写真又は見取図

オ 当該物品を購入した年月日、業者名、品質、価格等の証明

カ その他見舞金決定上必要又は参考となるべき書類

(2) 見舞金の上申にあたっては、被害事実が誇大にならないよう調査の正確を期すると

ともに、反面、損害の額が少額であってもこれを放置することのないよう配慮するも

のとする。

(3) 被害事実の発生について、当該協力援助者に特に過失が認められる場合は、見舞金

上申書の「協力援助の状況」欄に、その内容を記載するものとする。

(4) 見舞金支給制度事務手続図

別添３のとおりとする。



別添１

警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律（昭和２７

年法律第２４５号。以下「法」という ）に定める警察官の職務に協力援助した者（以。

下「協力援助者」という ） が物的損害を受けた場合に、当該協力援助者に見舞金を。

支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

（適用範囲）

第２条 協力援助者が法第２条に基づく現行犯人の逮捕、人命救助等の活動に際し、相手

方の行為等により私有等の物品を滅失、き損若しくは亡失したときは、その損害に対し

て見舞金を支給するものとする。

（見舞金額）

第３条 見舞金額は、損害を受けた私有等の物品の時価又は補修実費額について、予算の

範囲内で算定するものとする。

（上申手続）

第４条 第２条の規定に該当すると認められる事案が発生したときは、協力援助を受けた

警察官の所属長は、見舞金支給申請書（様式第１号）に関係資料を添えて警察本部長に

上申するものとする。

（決定及び交付）

第５条 警察本部長は、前条の上申書を受理したときは、その内容を審査し、見舞金の支

給の要否及びその金額を決定し、見舞金決定通知書（様式第２号）により、当該申請を

した所属長に通知するとともに、当該所属長を通じて見舞金を協力援助者に交付するも

のとする。

（審査委員会）

第６条 前条の審査を行うため、石川県警察本部に物的損害見舞金支給審査委員会（以下

「委員会」という ）を置く。。

２ 委員会の委員長は警務部長、委員には警務課長、監察官、会計課長及び当該事案の関

係部長をもってあてるものとする。

３ 委員会は、審査終了後すみやかに物的損害見舞金支給審査表（様式第３号）を警察本

部長へ報告しなければならない。

（支給制限）

第７条 見舞金は、同一事案について他の法律、規程又は加害者等により給付又は補償を

受けた場合は支給しない。

特に「交通事故協力者の報償制度（昭和４５年６月２４日発交指第２０１号 」に該）

当する場合は、その事案の内容により支給を調整する。

（事務処理）

第８条 この要綱に定める事務は、警務部警務課において取り扱うものとする。

（実施の期日）

第９条 この要綱は、昭和５７年１０月１日から適用する。



様式第１号

第 号

年 月 日

石川県警察本部長 殿

所属長 印

見 舞 金 支 給 申 請 書

住 所

協力援助者 職 業

氏 名 年 月 日生（ 歳）

災 害 の 日 時

発 生 場 所

損 害 物 名

購入年月日

価 格

損害物及び

損害の内容

損害の程度 損 害 額

相 手 方 等

か ら の

賠償内容額

協力援助の状況

協力援助を受けた警察官、係名、階級

氏 名 年 月 日生（ 歳）



様式第２号

第 号

年 月 日

殿

石 川 県 警 察 本 部 長

見 舞 金 決 定 通 知 書

警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給要綱に基づき、

下記のとおり見舞金額を決定したので通知します。

記

１ 協力援助の年月日

２ 協力援助者

住 所

氏 名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

３ 見舞金額

円



警察本部長 警務部長 警務課長 次 席 課長補佐
決

裁

物 的 損 害 見 舞 金 支 給 審 査 表

協力援助者

上記協力援助者に係る物的損害見舞金支給について、当審査委員会において審査

した結果は、下記のとおりであるから報告する。

年 月 日

物的損害見舞金支給審査委員会

審査委員長

審 査 委 員

審 査 委 員

審 査 委 員

審 査 委 員

支給すべきものと認める。
審 査 結 果

無支給と認める （ 理由 ）。

支 給 決 定 金 額 円

決 定 年 月 日 年 月 日 第 号



別添２
警察官の職務に協力援助した者の物的損害に対する見舞金支給基準表

見舞金の基礎
品 名 被害品等の状況 備 考

算定基準 支給割合

時 計 （購入価格、ただし、上限価格は20,000円とする ）。
経過年数１年以内

万年筆 使用不能（ 〃 5,000円とする ）。
80%

カメラ （ 〃 30,000円とする ） 購入価格×支給割合。
経過年数１年以上

上衣21,000円
背 広 （ 〃 とする ） 50%。

ｽﾞﾎﾞﾝ9,000円

眼 鏡 使用不能（ 〃 20,000円とする ） 購入価格×支給割合 100%。

時 計 修繕料又は×支給割合修 理 費
万年筆 修繕又は修理可能 ただし、使用不能の場 100%

合の算定額を上回るこ
カメラ とはできない。

シャツ
使用不能 新規購入額×支給割合 100%

下着類

シャツ 修繕料又は×支給割合洗 濯 代
下着類 修繕、洗濯又は修理可能 ただし、使用不能の場 100%

合の算定額を上回るこ
背 広 とはできない。

その他 必要の都度検討



別添３

申立書、被害品の写真、購入の証明 見舞金支給申請書

協 所 警 ※警務課において内容の検討及び
協力援助者した事案の関係書類写 金額等の調整を行う。

力 察
※調査後、物的損害見舞金支給審

援 属 本 査委員会で審査を行う。

助 現金交付 見舞金決定通知書、現金 部

者 領収書 長 領収書 長

目

申立書

撃

者


